様式第１号（第６条関係）

千葉市創業支援補助金（会社設立型）交付申請書兼実績報告書

年　　月　　日　

（あて先）千葉市長

申請者	所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）
（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印又は署名以外の方法により
本人（代表者）からの申請であることを確認できる場合は記名のみで可
担当者	氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　千葉市創業支援補助金（会社設立型）を受けたいので、千葉市創業支援補助金交付要綱第６条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請するとともに、経費の支払い実績等を報告します。
記
１　補助金の交付申請額				　　　　　　　　円
（内訳）会社の設立の登記に係る登録免許税	　　　　　　　　円
　　　　　　定款認証手数料			　　　　　　　　円

２　会社成立年月日				　　　　　年　　月　　日
　　個人事業主等としての事業を開始した日※	　　　　　年　　月　　日
※既に個人事業主等として事業を行っていた者が設立した会社のみ記載

３　事業内容
	




４　添付資料
（１）設立した会社の商業登記に係る履歴事項全部証明書の写し
（２）千葉市税情報閲覧同意書（直近の納税先市区町村が千葉市以外である場合は、市町村民税又は特別区民税の滞納無証明書又は直近の納税証明書）
（３）誓約書
（４）認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書（千葉市以外の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けた場合に限る。）
（５）既に既に個人事業主等として事業を行っていた者が設立した会社にあっては、開業届の写しその他の事業を開始した日（当該者が個人事業主及び法人の代表者として引き続いて事業を行っていた場合は、事業を開始した日のうち最も早い日）の分かる書類
（６）その他市長が必要と認める書類


様式第２号（第６条関係）

千葉市税情報閲覧同意書

年　　月　　日　

（あて先）千葉市長



千葉市創業支援補助金（会社設立型）の交付を受けるに当たり、千葉市創業支援補助金交付要綱第３条第１項第７号に基づく補助事業者の要件を審査するため、千葉市経済農政局経済部産業支援課が、当社の市税に関する課税・納税情報の提供を受けることに同意します。




申請者　所　 在 　地	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名　　　　称	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名	　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）
（※）必ず会社の代表者印を押印してください。


様式第３号（第６条関係）

誓　　約　　書

年 　　月 　　日　

（あて先）千葉市長　

申請者	所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）
（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。

千葉市創業支援補助金（会社設立型）の申請に当たり、下記事項を守ることを誓約します。
なお、誓約した事項に誤りがあることが判明した場合には、交付された千葉市創業支援補助金（会社設立型）を全額返納することに同意します。また、補助金の交付を受けた後、市が実施するアンケートその他の調査に積極的に協力することに同意します。

記

１　千葉市暴力団排除条例（平成２４年条例第３６号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員、同条例第９条第１項に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。

２　上記事実を確認するため、千葉県警察に照会された際に異議を申し立てないこと。

３　千葉市創業支援補助金交付要綱第３条第１項の要件に該当し、同条第２項の欠格要件に該当しないこと。

４　本補助金で交付決定を受けた補助対象経費について、別の補助金で重複して交付を受けないこと。

５　その他の法令に違反していないこと。


【参考】千葉市創業支援補助金交付要綱（抜粋）

（補助事業者）
第３条　会社設立型の補助金交付の対象となる者（以下本章において「補助事業者」という。）は、第６条の規定による交付申請を行う時点において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
（１）認定特定創業支援等事業による支援を受けた者が代表者であり、かつ当該代表者によって設立された株式会社又は合同会社であること。
（２）前号の認定特定創業支援等事業による支援が終了した日の翌日から起算して２年以内であること。
（３）既に個人事業主又は会社、一般社団法人その他の法人の代表者として事業を行っていた者が設立した会社にあっては、事業を開始した日（当該者が個人事業主及び法人の代表者として引き続いて事業を行っていた場合は、事業を開始した日のうち最も早い日）の翌日から起算して２年以内であること。
（４）市内に本店を設置している会社であること。
（５）令和８年４月１日以降に成立した会社であること。
（６）会社成立日の翌日から起算して９０日以内であること。
（７）市町村民税及び特別区民税（延滞金を含む。）に滞納がないこと。
（８）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）、健康保険法（大正１１年法律第７０号）その他関連法規等に基づく届出、申請、認定等の事務が適正に行われていること。
（９）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）に抵触しないこと。
（10）フランチャイズ契約を締結し、実施する事業でないこと。
（11）補助金の交付を受けた後、市内で事業を継続する意思があること。
（12）本補助金により、会社設立時の登録免許税に係る補助を受けたことがないこと。
（13）第７条第１項の規定による補助金交付決定の日以降、市が行う照会等に積極的に協力する意思があること。
（14）大企業及びみなし大企業に該当しないこと。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した者は、補助事業者の資格を失うものとする。
（１）千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第２条に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員（以下「暴力団員」という。）がその事業活動を支配する者
（２）代表者又は役員が暴力団員である者
（３）暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
（４）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者及び当該行為を行う恐れのある者
（５）脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行う者及び当該行為を行う恐れのある者
（６）風説を流布し、偽計又は威力を用いて市の信用を棄損し、あるいは市の業務を妨害する行為を行う者及び恐れのある者
（７）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する営業を行う者
（８）公序良俗に反する事業を行う者やアダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、情報商材、ギャンブル等の公的な支援の対象として、不適切な事業を行う者
（９）宗教活動又は政治活動を目的とする者
（10）前各号に準ずる行為を行う者


様式第４号（第７条関係）
千葉市指令　　第　　　号　

[bookmark: _Hlk225079502]所在地　
名称　
代表者職氏名　


千葉市創業支援補助金（会社設立型）交付決定兼額確定通知書

　　年　　月　　日付けで交付申請のありました千葉市創業支援補助金（会社設立型）について、下記のとおり交付を決定し、交付金額を確定したので、千葉市創業支援補助金交付要綱第７条第１項の規定により、通知します。

年　　月　　日

千葉市長

記

　補助金交付決定額及び確定額　　金   　        　円  














審査請求等について
１　この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。
２　この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。

様式第５号（第７条関係）
千葉市指令　　第　　　号　

所在地　
名称　
代表者職氏名　


千葉市創業支援補助金（会社設立型）不交付決定通知書

　　年　　月　　日付けで交付申請のありました千葉市創業支援補助金（会社設立型）について、審査の結果、交付決定に至りませんでしたので、千葉市創業支援補助金交付要綱第７条第２項の規定により、通知します。

年　　月　　日

千葉市長


（不交付の理由）















審査請求等について
１　この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。
２　この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。

[bookmark: _Hlk225080712]様式第６号（第９条関係）

千葉市創業支援補助金（会社設立型）交付申請取下書

年　　月　　日　

（あて先）千葉市長

申請者	所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）
（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印又は署名以外の方法により
本人（代表者）からの申請であることを確認できる場合は記名のみで可
担当者	氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年　　月　　日付けで提出した千葉市創業支援補助金（会社設立型）交付申請書を以下のとおり取下げしたく、千葉市創業支援補助金交付要綱第９条の規定により、届け出します。


（取下の理由）
	








様式第７号（第１０条関係）

千葉市創業支援補助金（会社設立型）交付請求書

年　　月　　日　

（あて先）千葉市長

申請者	所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）
（※）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。ただし、押印又は署名以外の方法により
本人（代表者）からの申請であることを確認できる場合は記名のみで可
担当者	氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　　年　　月　　日付け千葉市指令　　第　　　号千葉市創業支援補助金（会社設立型）交付決定兼額確定通知書により確定した補助金の交付について、千葉市創業支援補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり請求します。

記

１　補助金の交付請求額　　　　　　　金  　         　円 

２　振込先
	金融機関名
	
	支店名
	

	預金種別
	普通・当座
	口座番号
	

	口座名義
（カナ）
	


　　※口座は請求者名義のものに限ります。また、口座番号、口座名義等の記入に当たっては、必ず預（貯）金通帳等を確認の上、正確に記入してください。

３　添付書類　　　
（１）千葉市創業支援補助金（会社設立型）交付決定兼額確定通知書（様式第４号）の写し
（２）その他市長が必要と認める書類


[bookmark: _Hlk225081863]様式第８号（第１１条関係）
千葉市達　　第　　　号　

所在地　
名称　
代表者職氏名　


千葉市創業支援補助金（会社設立型）交付決定取消通知書

　　年　　月　　日付け千葉市指令　　第　　　号により通知した補助金の交付決定及び額確定の全部（一部）を取り消したので、千葉市創業支援補助金交付要綱第１１条第３項の規定により、下記のとおり通知します。

年　　月　　日

千葉市長

記

１　補助金の交付決定及び確定額	　　金  　         　円 

２　交付決定の取消額	　　金  　         　円

３　取消後の交付決定額	　　金  　         　円

４　取消理由	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　






審査請求等について
１　この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。
２　この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。

様式第９号（第１２条関係）
千葉市達　　第　　　号　

所在地　
名称　
代表者職氏名　


千葉市創業支援補助金（会社設立型）返還命令書

千葉市創業支援補助金交付要綱第１２条の規定により、下記のとおり交付した補助金の返還を命ずる。

年　　月　　日

千葉市長

記

１　補助金の返還金額		　　金  　         　円 

２　返還を命ずる理由		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
					　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　補助金の返還期限		　　　　　　年　　月　　日

４　補助金の返還方法		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　







審査請求等について
１　この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。
２　この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。
